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第６回（令和６年４月）宮津市教育委員会定例会会議録 

 

日 時   令和６年４月 23 日（火）午後 1 時 00 分～ 

場 所   宮津市福祉・教育総合プラザ応接会議室 

 出席者   山本雅弘 伊藤正 田崎浩二 尾﨑里花子 藤井陽子 

 事務局   永濱教育次長 河合学校教育課長 河原社会教育課長 河森文化財保護担当課長 

大槻総括指導主事 森本学校教育課参事 井上学校教育課参事 細見指導主事 

小山学校教育係長 

 （傍聴者なし） 

１ 開 会 

２ 前回会議録の承認 

３ 会議録署名委員の指名  

４ 会期の決定 

５ 教育長報告 

６ 報 告 

  報告第３号 専決処分の承認を求めることについて 

  報告第４号 令和６年度教育課程編成表及び校務分掌表（幼稚園・小学校・中学校）につ

いて 

  報告第５号 宮津市立幼稚園・小学校・中学校の園児児童生徒数について 

報告第６号 宮津市立公民館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則の公布

について 

    報告第７号 宮津市指定文化財の指定に係る文化財保護審議会への諮問について 

７ その他 

(1) 令和６年度宮津市立小学校及び中学校の校務分掌に係る主任等について 

(2) ５月の主な日程（教育委員会関係分）について 

８ 閉 会 

 

 

  



－開会： 9:00－ 

 

 

山本教育長  只今から、令和６年第６回宮津市教育委員会定例会を開会し、た 

だちに本日の会議を開きます。 

 

それでは、次第に沿って会議を進行します。 

■次第２「前回会議録の承認」  

 各委員よろしければ、伊藤教育長職務代理と藤井委員にお世話に

なります。 

■次第３「会議録署名委員の指名」  

 会議規則第 18 条第 2 項の規定により、教育長において伊藤教育

長職務代理と尾﨑委員を指名しますので、よろしくお願いします。 

■次第４「会期の決定｣ 

本日の定例会の会期は、１日としたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 
出席委員  

 

 異議なし 

 
山本教育長  

 

ご異議なしと認めます。よって会期は、本日 1 日間と決定いたし

ます。 

 
山本教育長  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■次第５「教育長報告」 

【報告事項】 

１ 市立幼稚園、小中学校の状況について 

 ○入学式、入園式への出席ありがとうございました。 

 ○コロナ禍を経て、前のとおりの入学式ができるようになったと感

じています。 

 ○併せて、19 日には年度当初校園長会議をお世話になりました。 

 ○今年は中学校の教科書採択の年であり、会議もスタートし、大変

お世話になります。 

 ○幼稚園、小中学校が無事にスタートし、とりわけ養老小学校の再

編により統合した府中小学校につきましては、2 週間経過し、8 日

の始業式以来、順調に日ヶ谷、養老の子ども達が府中小学校で頑

張っている。 

○20 日には PTA 総会の後に保護者との懇談会をさせていただき、

子どもさんの様子を聞かせてもらったり、意見交換を行った。 

 ○インフルエンザにより、宮津小学校は 4 月 22 日午後から 24 日ま

で 5 年 2 組と 6 年 3 組の 2 クラスで学級閉鎖が出ている状況で

す。他の学校はそこまでではないが、心配している。 

 ○養老小学校と統合した府中小学校においては、5 月にも懇談会を

開いてご意見を聞かせていただく予定としている。改善するとこ

ろがあれば改善していく。この間、職員にもスクールバスに乗っ

てもらっている。校長、先生方も協力していただき、ありがたく

思っている。今後とも大きな事故や事件もなく子ども達が、安心、

安全に学んでいける状況が続けられるようにと思っている。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
伊藤教育長職務代理  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
田崎委員  
 
 
 
 
尾﨑委員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤井委員  
 
 

２ 宮津の新しい教育の創造 version2.0 に向けて 

○今年の部分については、当初の校園長会議でもお話をさせていた

だいた。教育の質を高めていくように頑張っていきたい。また、

ご意見もいただきたい。学校を見ていただく機会を作りながらや

っていきたいのでよろしくお願いします。 

○不登校対策として、宮津中学校に設置した校内フリースクール

は、校長からは、子どもの居場所としてうまく機能しているよう

に聞いている。その成果を他の学校にも引き継いで行けたらと思

う。また、専門家と相談できるような場面があればと考えている。

今後も、新しい居場所づくりを頑張っていきたい。 

３ その他 

 ○丹後地区教育委員会連合会総会 5/22 

 ○京都府市町村教育委員会連合会総会 5/29 

  

  

入学式の報告をします。宮津小学校と宮津幼稚園に参列しました。

宮津小学校は、56 名の新入生で、少ない印象でした。全校児童が入っ

て式をするのは久しぶりということで、校長先生は、1 年生よりもむ

しろ 2 年生以上の子ども達の反応を心配しておられましたが、その心

配もなくしっかりとできていたと思います。校長先生が式の中で

「命」、「言葉」、「あいさつ」の３つの言葉を大切にしていこうという

話をされ、子ども達はしっかりと聞いていました。 

宮津幼稚園は、今年は 3 歳児が 2 人の入園ということで、温かい雰

囲気の入園式でありましたが、少し寂しい印象でした。園児が 12 人、

職員が 8 人という状況で、すごい割合だと思いました。幼稚園教育の

今後を考えていく時期が来ていると思います。もう何年かすれば、宮

津小学校も 1 クラスの時代がくる。市内にはたくさんの保育園や幼稚

園があるので、取り合いになっていく。とりわけ宮津幼稚園は心配だ

と思いました。 

 

吉津小学校と栗田幼稚園に参列しました。吉津小学校では、校長先

生の話もいい雰囲気で式の方は滞りなく終了しました。 

栗田幼稚園は 3 名の入園でした。兄弟がおられて慣れた様子でし

た。園長先生の式辞も私の祝辞もしっかりと聞いていました。 

 

日置小学校と宮津中学校に参列しました。日置小学校は、教頭先生

が司会をされていた。2 人の入学でした。来年はもう少し増える見込

みと聞きましたが、こちらも寂しい入学式でした。少ないからこそで

きる入学式でもあり、アットホームな雰囲気で、在校生がアーチを作

って、2 人がくぐっていくといういい入学式でした。 

宮津中学校は、人数が多いのですが、少なくなってきた印象でした。

卒業式は羽織や着物の生徒さんが多かったが、入学式は制服を着てき

ますが、女の子も学ランを着て参加するなど、前とは違った風景だな

と思いました。校歌もすべて元通りの入学式でした。良かったと思い

ます。 

 

府中小学校と栗田中学校に参列しました。府中小学校は、全部の地

区から来賓の方が参加され、地域の結びつきが強いいい学校だなと感

じました。地域で子どもを育てるんだという思いのこもった入学式で



 
 
 
 
 
永濱教育次長  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大槻総括指導主事  
 
 
 
 
 
 
 
山本教育長  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山本教育長  
 
 
 
河合学校教育課長  
 
 

した。 

栗田中学校は、幼稚園から小学校、中学校とみんな一緒で、先生方

も小さい頃からずっと一緒に育ててこられて、地域ぐるみで関わって

こられている良い学校だと思いました。 

 

宮津天橋高校に参列しました。今年は宮津学舎でした。全体で 207

人、宮津学舎で普通科が 114 人の 3 クラスと建築科が 30 人、加悦学

舎が 63 人の 2 クラスで、以前と比べて随分減ったなという印象でし

た。 

担任の先生が呼名され、式は粛々と進み、吹奏楽の演奏で入退場が

あり、来賓祝辞は PTA 会長のみでした。校長先生の式辞の中で、探究

活動のことに触れ、自分自身の力を発揮して頑張ってほしいというこ

とを言われていました。自分の可能性を広げ、チャレンジができる環

境があるので、皆さんと宮津天橋高校を創っていきましょうと校長先

生が語りかけておられるのが印象的でした。 

 

海洋高等学校の入学式に参列しました。90 名の入学者の半数以上が

京都市と他府県の出身ということでした。以前は 3 割程度でしたが、

半数が遠方からの入学者ということで、保護者の方も大きなカバンを

持って参加していました。海上保安学校の校長先生が出席され、船員

の先生も要所要所に立っておられるなど、随分以前の入学式の雰囲気

とは変わっていました。海洋と密接な雰囲気を出しておられるという

印象で、きちんとした規律ある入学式した。 

 

栗田小学校の入学式に参加しました。粛々と進められていました。

栗田らしい穏やかな和気あいあいとした雰囲気でよかったと思いま

す。 

今年は、高校と中学校の日程が重なって、皆さんにお世話になり、

ありがとうございました。新しいスタートを切れたと思います。海洋

高校は遠方から来てもらっているということで、関係人口が増え、宮

津で 3 年間学んで、将来につながっていくと思います。 

一方で、幼児教育も含めて考えていかなければならない時期に来て

いると感じています。健康福祉部と相談しながら、保育、幼児教育を

どうしていくのかという大きな課題に取り組んでいかなければなら

ない。小学校についても、養老小学校は府中小学校と統合したが、宮

津の人口も減っていく中で、今後どうしていくか真剣に考えていかな

ければならない。子ども達が日々成長していくので、教育条件を整え

て、少しでもいい教育をしていくために、皆さんの知恵を貸してほし

い。 

  

  

■６報告 

 それでは、報告に移ります。 

報告第 3 号「専決処分の承認を求めることについて」事務局から説

明をお願いします。 

 

 宮津市教育委員会基本規則第 16 条第 3 項の規定により、専決処分

を行ったものについて、同項の規定により、委員会の承認を求めるも

のです。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
河原社会教育課長  
 
 
 
 
 
 
山本教育長  
 
 
出席委員  
 
山本教育長  
 
 
 
河合学校教育課長  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山本教育長  
 
 
河合学校教育課長  
 

まず、学校教育所管に係る専決処分についてです。 

専第 2 号「学校運営協議会委員の委嘱に係る専決処分」についてで

す。本協議会は、各学院、学校単位で、地域住民等との双方向の信頼

関係を深め、教育力を相互に高め、共に子ども達の豊かな学びと育ち

の創造を目指し設置している協議会です。3 月 31 日の任期満了に伴

い、4 月 1 日付けで再任、新任の委嘱を行っております。任期は令和

7 年 3 月 31 日までの 1 年間です。 

 

専第 3 号「宮津市幼稚園評議員の委嘱に係る専決処分」についてで

す。本評議員は、幼稚園長の求めに応じて、教育目標や教育活動の実

施、家庭、地域住民と幼稚園との連携など、幼稚園の運営に関して意

見を述べる役割を担っていただいています。宮津幼稚園、栗田幼稚園

とも別表の方を再任しております。こちらも任期満了に伴い、4 月 1

日付けで再任、新任の委嘱を行っております。任期は令和 7 年 3 月 31

日までの 1 年間です。 

 

専第 4 号「宮津市地域学校協働活動推進員の委嘱に係る専決処分」

につきまして、4 月 1 日付けで、宮津学院、栗田学院及び北部 3 小学

校の地域学校協働活動推進員を委嘱しております。任期は令和 7 年 3

月 31 日までの 1 年間です。 

以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。ご

審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

ただ今説明のありました、報告第 3 号「専決処分の承認を求めるこ

とについて」は、承認することとしてご異議ございませんか。 

 

異議なし 

 

報告第 3 号は承認いただきました。 

次に、報告第 4 号「令和 6 年度教育課程編成表及び校務分掌表（幼

稚園・小学校・中学校）について」事務局から説明をお願いします。 

 

宮津市教育委員会基本規則第 17 条の 2 第 1 項第 1 号の規定により、

令和 6 年度の市立小中学校に係る教育課程編成表及び校務分掌表（幼

稚園・小学校・中学校）について報告します。教育課程編成表につい

ては、国の学習指導要領に基づき、各学校の教育目標はもとより、学

校教育全体、各教科・科目における指導を通して、子ども達の資質や

能力の育成、学校と家庭、地域の認識を共有するために毎年編成をし

ているものです。また、幼稚園、小中学校の校務分掌につきましては、

各校・園を運営するために割り振られる重要な業務であり、よりよい

学校運営につなげるために毎年策定しているものです。 

資料につきましては、別添のとおりです。 

以上、報告とさせていただきます。 

 

次に、報告第 5 号「令和 6 年度宮津市立幼稚園・小学校・中学校の

園児児童生徒について」事務局から説明をお願いします。 

 

 令和 6 年 4 月 1 日付けの園児児童生徒数です。令和 6 年 3 月時点と

比べまして、小学校全体で 580 人、31 人の減、中学校は全体で 250 人、



 
 
 
 
 
山本教育長  
 
 
 
河原社会教育課長  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山本教育長  
 
 
河森文化財保護担当課

長  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
森本参事  
 
 
 
 
 
 
 
山本教育長  

13 人の減、幼稚園全体で 23 人、15 人の減、全体では 853 人、59 人の

減となっております。また、複式学級につきましては、日置小の 2・

3 年生で１つ、栗田幼稚園の年少・年中クラス 1 つの計 2 つとなって

おります。以上、報告とさせていただきます。 

 

次に、報告第 6 号「宮津市立公民館条例の一部を改正する条例の施

行期日を定める規則の公布について」事務局から説明をお願いしま

す。 

 

宮津市教育委員会基本規則第 17 条の２第３項の規定により、報告

します。 

宮津市立公民館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規

則の公布についてです。上宮津地区公民館を旧上宮津小学校に移転整

備することに伴い、宮津市公民館条例第 1 条第 1 項第 2 号で規定して

おります上宮津地区公民館の設置場所を、宮津市字小田 231 番地から

旧上宮津小学校の地番の宮津市字小田 235 番地に改めるものとして、

12 月議会において条例改正案が可決されております。 

条例の施行日を規則で定める日としており、その施行期日を定めた

ものです。今般 3 月末をもって改修工事が完了し、4 月 15 日を施行期

日として供用開始したものです。以上、報告とさせていただきます。 

 

次に、報告第 7 号「宮津市指定文化財の指定に係る文化財保護審議

会への諮問について」事務局から説明をお願いします。 

 

市にとって重要なものを宮津市指定文化財として指定することが

できることが定められています。宮津市には、63 件の指定文化財があ

り、前回は、平成 30 年 3 月に宮津踊りを指定しております。今回は 6

年ぶりの指定となります。田井の養福寺にある仏像、由良の如意寺の

仏像、この 2 件を宮津市の指定文化財に指定する準備を進めておりま

す。5 月 30 日の文化財保護審議会に、この 2 件を諮問させていただ

き、答申をいただきましたら、6 月の教育委員会定例会で指定の議決

をお願いし、議決の後に指定の告示を行うという 

流れになっております。今回は、諮問を行うということについて報

告をさせていただきます。 

 

 

■７その他 

 ○令和６年度宮津市立小学校及び中学校の校務分掌に係る主任等に

ついて、別紙の一覧のとおり報告します。 

 

 

◆次回教育委員会日程 

○定例会 ５月 20 日（月）午前 9 時～ 

 

 

他になければ、第６回宮津市教育委員会定例会を閉会します。 

ありがとうございました。 

  

－閉会： 14：05－  


